
令和７年 １ 月１４日 

小学６年生保護者の皆様 

中野区立南中野中学校 

校 長   神藤 陽平 

第２回新入生保護者入学説明会の実施について 
（入学手続き書類配布等） 

 下記のとおり、本校への入学に向けた書類配布及び個別相談を実施します。 

なお、当日は学校公開も実施していますので、授業の様子もあわせてご覧ください。 

記 

１ 日 時   令和７年２月１５日（土） 

 (1) 入学説明会  ９：３０～１０：３０ ※受付 ９：１５～ 

 (2) 個別相談等 １０：３０～ 

２ 説明会場  中野区立南中野中学校  体育館・多目的ホール 

３ 説明内容 

(1) 入学説明会（体育館） 

 １ 校長挨拶 

２ 教育課程について 

３ 生活指導について 

４ 進路学習指導について 

   ５ 教育相談について 

(2) 個別相談（多目的ホール） 

※ 必要な方に実施します。 

ア 事前に学校に相談 又は 知らせておく内容等がある方 

イ 給食アレルギー対応等を希望される方 

４ 持ち物 

(1) 第２回新入生保護者入学説明会受付票・食物アレルギー対応調査票（緑色の用紙) 

※ 必要事項を記入してご持参ください。 

(2) 上履き(スリッパ等)、上履き袋 

５ その他 

(1)上履き(スリッパ等)をご持参ください。 

(2)授業等の写真及びビデオの撮影はご遠慮ください。 

(3)自転車でお越しの場合は、東門（多田神社側）から入り、駐輪してください。 

(4)校舎には、西門（神田川沿い）からお入りください。 

(5)当日は入学手続きの資料を配布します。 

来校できない場合は、２月１７日（月）～２１日(金)の８：３０～１６：３０に、本校職員

室にて対応させていただきます。なお、給食対応についての個別確認等がございますので、必ず

来校いただきますようお願いします。 

【問合せ】中野区立南中野中学校  副校長 原 佳代 電話 ０３－３３８１－７２７７ 
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令和７年 1月 14日 

 
保護者様 

 
中野区立南中野中学校 

校 長  神 藤  陽 平 

 

「食物アレルギー対応調査票」の提出について 

 

 

日頃から、本校の教育活動に、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

さて、中野区では、学校生活を安全で安心なものとするため、食物アレルギーの有無に関わらず、毎年１回全て

の児童・生徒を対象に、標記の調査票を提出していただき、給食等の対応内容の確認及び検討を行っています。 

つきましては、下記のとおり、本日配布の「食物アレルギー対応調査票」にご回答ください。 

ご不明な点などございましたら、担当までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。 

 

記 

１  対象       新入生全員   

２ 提出方法等  「食物アレルギー対応調査票」に必要事項を記入し、新入生保護者説明会で提出してください。  

３ その他      対応が必要な場合は提出書類や面談等についてお知らせします（裏面参照） 

   ※「 はい 」の場合・・・必要書類の説明があります。説明会終了後、相談コーナーにお越しください。 

４ 食物アレルギー対応の対象者と対応内容 



以上 



⑴ 医師による食物アレルギーの診断及び中野区学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の提出（原則 

年１回）。 

⑵ 原因食物が明確であり、医師から除去の指示や対応が必要との指示が出ている。 

また、それに基づき、家庭においても原因食物の除去等の配慮を行っている。 

⑶ 保護者は、給食対応に関して、学校と連携をとることができる。 

【学校給食における食物アレルギー対応の対象者判断基準】（※３つの基準に該当する場合、対応の検討を行います）

【学校給食における食物アレルギー対応内容】  

●安全性確保のため、原因食物を「提供するかしないかの二者択一」を原則的な対応とし、代替食の提供 

は行っておりません。また、原因食物ごとに別々の献立や調理方法を設定する対応は行っておりません。 

そのため、お子さんの食べられる食材も除去させていただく場合があります。 

●作業工程上対応が難しい場合や、食物アレルギーの状況などによって、安全な給食提供が困難と判断 

する場合は、弁当の持参をお願いすることがあります。 

●次の食材は給食では使用しません。 

 ① 中野区全校で使用しない食材 

     そば、キウイフルーツ、いくら、ピーナッツ、くるみ、カシューナッツ、アーモンド、ピスタチオ、

ペカンナッツ（ピーカンナッツ）、マカダミアナッツ、ヘーゼルナッツ、ブラジルナッツ

② ①に加えて、令和７年度中野区立南中野中学校では使用しない食材 

マヨネーズ（代替でノンエッグマヨネーズ）、山芋・長芋（またその製品）



（参考）食物アレルギーによる給食対応開始までの手順 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                               

           【担当】中野区立南中野中学校 

養護教諭 寶珠山 ・ 栄養士 森山 

電話０３－３３８１－７２７７ 

【食物アレルギーの有無にかかわらずご注意いただきたいこと】

今まで食べたことのない食材を学校給食で初めて食べたり、体調等によったりして、アレルギー症状を 

起こすという事例があります。毎月の献立表には必ず目を通していただき、使用する食材を確認してい 

ただきますようお願いします。 

これで終了です。 

※年度の途中で新たに食物 

アレルギーを発症した場合は、 

直ちに下記担当までご連絡 

ください。 

給食開始 

⑤学校で対応内容の検討・決定 

 保護者に共有し同意をいただく。 

面談日までに 
③各自で医療機関へ受診 

 医師に中野区学校生活管理指導表（アレルギー 

疾患用）を記入してもらう。 

②学校から次の申請書類３点を配布 

A中野区学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）  

B除去給食申請書 

C令和６年度食物アレルギー個別取組プラン 

※学校給食での除去対応を希望しない場合は、 

申請書類２点（A、C）の配布 

 

 書類を受け取る。 

2月１５日（土） 

※新入生保護者 

説明会 

個別相談にて 

①保護者からの申し出 

「食物アレルギー対応調査票」を提出する。

2月１５日（土）

※新入生保護者

説明会
食物アレルギーありの場合 

 

④学校の担当者と保護者で個別面談を実施 

 この時に②の申請書類 A、B、C（またはＡ、Ｃ）を 

提出する。 

日程は別途 

お伝えします 

※給食の提供開始は、必要書類が提出され、 

面談を実施し、対応内容が決定した後となります。 

食物アレルギーなしの場合 

 


